
京都市立塔南高等学校・剣道部ＯＢ会　総会議題

実 施 日：平成２７年６月７日(日)　　

①平成２６年度の事業報告

　合同稽古会の実施（月1回の洛陽ＯＢの稽古会に参加。うち６、１０月度は塔南で実施。）

　　⇒　洛陽剣道ＯＢ会・塔南ＯＢ会 双方の合意事項

②平成２６年度会計報告（別添付の資料を準備）

　平成２６年度ＯＢ会の活動に関するもの

③平成２７年度 事業案

　(１)月1回、洛陽工業高等学校剣道部ＯＢ会との合同稽古会を開催。

　(２)6月と10月の合同稽古会は、塔南高校・武道場で実施。

　　　多数のご参集を。

　(３)稽古会とは関連のない場面での、ＯＢ会員および現役生との交流の方法を検討中。

　　　⇒　“妙案”があれば提案を願う。　（これに関しては今のところ実現していない。）

　(４)一昨年の総会により、合同稽古会、現役生稽古会とはべつに、「塔南ＯＢ会独自」の

　　　稽古会を実施済み。

本年度より、現役生の稽古日（土曜または日曜）に重ねて、月１回実施する方向で設置。

　　　当面は原則として、奇数月は「土曜日」、偶数月は「日曜日」の、第一週を位置付ける。

　(５)現役生諸君が発案して“剣道部Ｔシャツ”を一昨年作成。（デザインは杉本先生。）

　　　ＯＢ会としては、協賛として会員の希望者に1枚2,000円で頒布。（例年通り）

　　　申込時はサイズ【Ｓ･Ｍ･Ｌ･２Ｌ･３Ｌの5種類から選択】を確定して、会長へ要連絡と

　　　する。

【参考】試験期間･試合日等を除く現役生の稽古に関して

　　　(１)毎週土・日曜日（午前９時００分～午前１２時頃）には、塔南高校独自の稽古を

　　実施している。これのうち、月１回を「塔南ＯＢ会独自」稽古会と位置付ける。

　　　　　多数のご参集を呼び掛ける。（剣道再開組の受け入れを視野に入れる。）

　　　(２)平日の稽古についても、多数のご参集をお願いしたい。

　　　　　（時間帯：午後４時００分～午後６時３０分）

④平成２７年度 予算案

　(１)毎月の合同稽古会と塔南独自の稽古会実施時の差し入れ代（主に飲料品代）

　　　これが、昨年度出来ていないように思うので、本年度以降は確実な実施を図る。

具体案

・洛陽工業高校ＯＢ会に対し、隔月程度飲料の差し入れを行う（洛陽工業高校ＯＢ会側に任

　せきりなのは問題があるとの意見あり）

・参加者の中から会長に指示された者が差し入れを行う

・ＯＢ会とは別に、塔南現役生のに対し特に水分が必要と思われる４月～１０月の間、５０

　０ mlペットボトルを１ケース程度送る（２ Lより個人で飲みきれる５００ mlの方が重



　宝するのではとの意見あり）

　(２)塔南高校剣道部現役生の活動に関する援助

　　　試合参加費用・遠征費・合宿援助費・年始のお年玉等、必要と思われるもの。

　(３)卒業生<当年度分>に対する、ＯＢ会入会記念の垂ネーム制作費

　　　消費税増税に伴い、一昨年より少し値上がりした。（１つ３,６００円<消費税込>に。）

・３年間サポートしてくれた剣道をしないマネージャーに対し、同額程度の記念品を送る

　本年度だけでなく、今後もマネージャーに対して垂ネームと同額程度の記念品を送る

　(４)ＯＢ会行事連絡等の通信事務および関連諸経費

　　　・昨年度より、ＯＢ会の通信事務に協力して頂いた会員に、会より何がしかのお礼を

　　　　するように改正（“会議費”の会計出納･報告を行う）。昨年の総会で承認済み案件

・２６年度未請求分の印刷代を２７年度会計に計上する事を承認する

・経費削減の為、原則としてカラー印刷はしない

 （５）会員の慶弔費

会員本人の冠婚葬祭に対してＯＢ会から支払うものとする

（具体的な金額、規則等は未定。現状では状況に応じ判断するものとする。）

⑤その他

　(１)随時、新規会員を募り、多くの方にＯＢ会へのご賛同を頂けるよう計らう。

　(２)ＯＢ会の行事案内は、はがきや封書でお知らせすることを原則とするが、メールとホーム

　　　ページによるお知らせも同時に行うように改める。

　　　そのために、携帯またはＰＣのアドレスを事務局へお知らせ頂くよう随時案内する。

　(３)統一した書体のＯＢ会垂ネームを作成して、会員同士の結束を深める。（例年通り）

　　　垂ネームの作成費用（3,600円）は実費負担とし、同意の方は会長へ依頼する。

　(４)ＯＢ会行事連絡等の通信事務に関して、協力して頂ける事務局員を募集する。

　　　（要 パソコンをお持ちの方で。）

より高校卒業に近い若い世代のＯＢ各位から立候補をして頂けると有り難い。

　

　(５)本年度は役員改選（２年に一度）の年となるが、

　　　１．諸般の事情をかんがみて、本年より役員改選の周期を「３年に一度」に変更したい。

　　　２．各役員は「留任」（現状のまま）で考えている。

　　　３．条文に、「ただし、役員の都合により任期途中で交代の申し出があった場合は、

　　　　　それを承認して、速やかに後任を選定したうえで、役員会での承認を得たのち、

　　　　　残りの任期を全うするものとする。」を加える。

　　　４．具体的な役員改選（人事）は次の方＜敬称略＞を候補とする。

　　　　　・会　　長：山 本 清 治（H2.3卒）

　　　　　・副 会 長：橋 本 賢 一（S62.3卒）

　　　　　・事務局長：嶋 田 孝 司（H8.3卒）

　　　　　・事務局員：廣 田 篤 史（H19.3卒）

　　　　　・会　　計：大 西 晃 靖（H5.3卒）

　　　　　・会計監査：西 村 富 恵（S55.3卒）

　　　　　　　※ 事務局員については、より高校卒業に近いＯＢ各位から数名に



　　　　　　　 　お願いしたい。（要 パソコンをお持ちの方で。）

　(６)ＯＢ会員の規約を変更し、一般ＯＢとＯＢ会員を区別する事とする。

本年度以降のＯＢ総会確定内容及び会計報告はＯＢ会員にのみ郵送する。

総会確定内容についてはホームページ上でも公開するものとする。

一般ＯＢに関しては、年二回程、稽古会の案内と入会のお誘いのハガキを送る

　(７)会則の一部改訂

　　　１．会則の各章および各条の表記数字を、現状の“漢字表記”から、“算用数字表記”に

　　　　　改める。

　　　２．具体的な変更を提起するのは次の各条文である。

　　　　・第４章　構成（第４条）の改正を行う。会員の定義を加えて次のように変更をする。

　　　　　第４章　　会員の構成と資格　

　　　　　第４条　１．本会は京都市立塔南高等学校、および、京都市立塔南高等学校卒業生、

　　　　　　　　　　　および、元・現顧問（教職員）の有志を以って構成する。　

　　　　　　　　　２．会員は、第一三条に定義された所定の会費を納め、総会に参加・発言

　　　　　　　　　　　する権利を有し、総会で確定した決議事項に従うものとする。

　　　３．第１３条　２．入会金：１，０００円は、現状を鑑み、条文を削除する。

せたい。

　(８)合同稽古会の開催日程

　　　５月度　　５月１０日（日）　１４：００～　洛陽工業高校　＜実施済み＞

　　　６月度　　６月　７日（日）　１３：００～　塔南高校　（稽古会終了後に懇親会を予定）

　　特別稽古会　６月２１日（日）　１４：００～　京都学園大付属高校

　　　※　京都学園大付属（京都商業）・洛陽工業・塔南の３校合同稽古会の位置付け。

　　　　　外部団体（社会人有志）の受け入れもあり。

　　　７月度　　７月１９日（日）　１４：００～　洛陽工業高校

　　8月度　　８月２３日（日）　１４：００～　洛陽工業高校

　  　９月度　　９月２１日（日）　１４：００～　洛陽工業高校

　　１０月度　１０月２５日（日）　１４：００～　塔南高校　（稽古会終了後に懇親会を予定）

　　１１月度　１１月２２日（日）　１４：００～　洛陽工業高校

　　１２月度　１２月２０日（日）　１４：００～　洛陽工業高校

　　　１月度　　１月１０日（日）　１４：００～　洛陽工業高校

　　　２月度　　２月　７日（日）　１４：００～　洛陽工業高校

　　　３月度　　３月１３日（日）　１４：００～　洛陽工業高校

　　　　※　稽古会日程については、学校行事の関係で変更となる場合があり。

　　　　　　その場合は、ホームページとはがき等で案内する。　

　　　　※　上記日程と場所（除 塔南高校）は、洛陽工業高校側の計らいによる。

したがって、原則として洛陽工業高校剣道部ＯＢ会員のために確保されており、

　　　　　　遠征や試合等で現役生が不在となる場合があっても、稽古会は実施される。

　以　上　　


